（別添４）

令和８年度みちのく潮風トレイル活用推進業務の概要及び企画書作成事項
１　業務の目的
　「みちのく潮風トレイル」は、環境省が東日本大震災後に策定した「グリーン復興プロジェクト」の取組の一つとして設定した長距離自然歩道（ロングトレイル）である。
東日本大震災後、地域との話し合いの中から、ロングトレイルを用いての復興と、地域の絆をつなぎたいという強い要望が寄せられ、東北地方太平洋沿岸の美しい自然や人々と自然との関わり、歴史や文化を体験し、震災の記憶を後世に伝える道として、青森県八戸市から福島県相馬市までを結ぶ総延長1,00kmを超える「みちのく潮風トレイル」が令和元年に全線開通した。

　環境省では、ダイナミックな自然景観を楽しみながら歩けるロングトレイルの利活用を通じて、地域の観光業・農林水産業の活性化を図り、復興を推進するため、沿線自治体関係者やトレイルサポーター、地域住民の意識向上及び連携強化や、国民への「長く歩く旅」と「長く歩く道（ロングトレイル）」の意義と効果の浸透、国内外における「みちのく潮風トレイル」及び三陸沿岸の復興状況の情報発信等の取組みを進めている。
また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、健康意識が高まる中で人々が身近な自然の価値を再認識し、心身の健康にも通じるロングトレイルの利用を新たな価値として発信し、その持続的な活用を推進することにより、国民の健康や交流人口の増加、更にはインバウンド誘致等への寄与も期待されている。

このため、本業務では「みちのく潮風トレイル」を活用したウォークイベント（以下「ウォークイベント」という。）の実施により、沿線自治体やトレイルサポーター（地域住民等も含む）等地域内外の関係者との連携強化と、トレイルの魅力や意義についての情報発信を行うことで、「みちのく潮風トレイル」及びロングトレイルの更なる利活用の促進と継続的かつ自走的な地域活動の創出を支援及び促進することを目的とする。
２　業務の骨子
　請負者は、（１）の基本事項を踏まえたうえで、（２）以降に掲げる業務を実施する。

（１）基本事項
　　ア　主催者等
　　　　ウォークイベントの主催者は、みちのくトレイルウォーク実行委員会及び環境省である。ウォークイベントに関する諸事項の最終決定権者は、主催者となるため、本業務の実施に際して地域関係者との協議によって決定した事項についても主催者の了解を経て確定させること。
　　　　その他、開催地及びその周辺の自治体、トレイルサポーター（地域住民を含む）、民間事業者、みちのく潮風トレイル関係自治体協議会、認定NPO法人みちのくトレイルクラブ及びサテライト施設等の地域関係者（以下「地域関係者」という。）がウォークイベントに関係するため、業務の実施に際しては主催者及び地域関係者の意向を踏まえるとともに、環境省東北地方環境事務所国立公園課担当官（以下「環境省担当官」という。）と密接に協議及び連絡を行うこと。

なお、主催者及び地域関係者への連絡に際して必要な情報は、環境省担当官が提供する。
　　イ　開催場所、開催期日、開催会場等
　　　　次のとおりウォークイベントを４回開催する。

	開催期日
	開催場所
	開催会場の想定

	５月17日（日）
	宮城県名取市
	市内公共施設

	６月21日（日）
	福島県相馬市
	市内公共施設

	７月５日（日）
	青森県八戸市
	市内公共施設

	９月27日（日）
	岩手県宮古市
	市内公共施設


　　ウ　参加者及び参加料
　　　　各ウォークイベントで500人程度の参加者を想定し、参加者の保険料等の実費相当額を参加料として徴収することができる。参加料は環境省担当官と協議の上、決定すること。
　　エ　コース設定
　　　　各ウォークイベントにおいて、ショートコース（5km程度）とロングコース（10km程度）を設定する。コースの設定に際しては、可能な限りみちのく潮風トレイルのルートを選定するとともに、歩行者と車両が分離された歩道、子どもでも完歩可能な高低差、十分なトイレや休憩場所の確保、コースのストーリー性、地域関係者の意見などに留意すること。
　　オ　その他
1 令和７年度のウォークイベントにおいて、参加者と地域住民との交流プログラムが高い評価を得ていたことから、本業務においても同様の趣旨のプログラムをイベントに盛り込むこと。プログラムの内容は、地域関係者の意見を考慮すること。
　　　②環境省担当官の事前承認を得た場合に、ウォークイベントに併せて、請負者の自主事業のイベントを実施することができる。この場合において、自主事業の目的や内容は、ウォークイベントの目的や趣旨に合致するものでなければならない。
また、本業務と自主事業に係る収入と経費は、明確に区分すること。
自主事業の実施において、地域関係者の協力を得る場合は、地域関係者への過度な負担とならないよう配慮すること。

　　　③事故の予防と自然災害等発生時の対応
　　　　ウォークイベントの開催においては、参加者の事故を予防するための対策を行うこと。特に交通事故やクマやハチとの遭遇による事故、熱中症及び低体温症については、地域関係者へのヒアリングや情報収集により、開催場所ごとに対策を講じること。
　　　　また、豪雨、地震、津波等の自然災害が発生した場合又は発生が予想される場合の対応について、事前に環境省担当官及び地域関係者と協議し、対策を講じること。
　　　　なお、これらの対策については、環境省担当官の確認を経て確定させること。

（２）業務スケジュールの作成及び打合せ
　　ア　業務スケジュール
　　　業務着手前に業務実施期間内の業務スケジュールを作成する。業務スケジュールには（３）以降に掲げる業務内容の実施時期を記載し、環境省担当官の確認を経て確定させること。
　　イ　打合せ
　　　　環境省担当官との定期的な打合せにより、ウォークイベント係る連絡調整及び進捗報告を行うこと。環境省担当官との打合せは、（３）アの地域関係者との打合せと兼ねて実施することができる。
（３）ウォークイベントの企画・立案
　　　各ウォークイベントにおいて、次の業務を実施する。
　　ア　地域関係者との打合せ、協議等
　　　　コース設定、開催会場、交流プログラム、参加料、必要物品の準備、安全対策、来賓の調整、広報の方法等について地域関係者との打合せを複数回実施し、ウォークイベントの詳細を決定する。
　　　　打合せは、対面、オンライン又は対面とオンラインの併用により実施するものとし、スケジュール調整、会場確保、会場設営から片付け、資料作成と印刷、その他打合せの開催に必要な一切を行う。
　　　　また、打合せ終了後１週間以内に打合せの要旨を作成し、参加者に共有すること。
　　イ　開催要項や台本等の作成
　　　　アの成果を踏まえて開催要項、当日の台本、開催周知のチラシ等の文書を作成する。
　　　　また、各文書の配布日を設定し、配布日の５日前までに主催者及び環境省担当官の確認を経て各文書の原稿を確定させ、配布日までに必要部数を印刷・製本・配布すること。

ウ　コース沿線の地域住民への事前説明
　　ウォークイベントのコース設定後に、地域関係者（特に市町村）と連携してチラシを作成・配布し、ウォークイベントにより多数の参加者が歩くことをコース沿線の地域住民に対して事前に周知する。
　　また、地域住民からの問い合わせ窓口を設置し、ウォークイベント終了まで電話やメールによる問い合わせに対応すること。

　　なお、開催地の市町村の判断でチラシの配布を行わない場合は、請負者の有するメディアやSNSによる周知に替えることができるが、この場合においても問い合わせ窓口の設置は必要である。
エ　イベントスタッフの確保等
　　次のイベントスタッフについて必要な人員を確保する。イベントスタッフは、可能な限り開催地及びその周辺から採用することとする。

・会場及びその周辺における受付、案内、司会、会場の設営と撤収、駐車場の誘導等のスタッフ
・コース内における誘導員、解説員（コース内の見どころを解説できるガイド）、救護員等のスタッフ
　また、アで整理した必要物品の手配を行い、その準備状況を環境省担当官に報告し、課題が生じた場合は、環境省担当官と協議し、解決を図る。

オ　ウォークイベント開催中及びウォークイベント終了後の参加者向けサービスの提供
　　ウォークイベントの開催中及び終了後における参加者向けのサービス提供について、ブース出展事業者の募集や、出展に係る法的手続きの調査などの必要な事前調整を行う。
　　参加者向けサービスの内容については、ウォークイベントの目的や趣旨に合致し、特に地域の自然、文化、住民との交流などを体験できる幅広い世代に有意義なものを優先的に選定することとする。
カ　メディアやSNSによる広報活動及び集客活動
　　全国規模のメディアやSNSでウォークイベントの広報活動及び集客活動を行う。併せて地域関係者に対し、アで決定した内容に沿って広報の協力を依頼する。
　　なお、広報活動及び集客活動は、ウォークイベントの目的や趣旨を広く伝えることや、開催地及びその周辺の地域の魅力発信に繋がるものであること、みちのく潮風トレイルの持続可能な維持管理に資するものであることに留意する。
（４）ウォークイベントの運営
　　　各ウォークイベントにおいて、次の業務を実施する。
　　ア　ウォークイベントの運営支援
（３）の成果を踏まえて、ウォークイベントの運営に必要な一切の業務を行う。
　　イ　参加者向けサービスの提供に関するブース出展者の支援
ブース出展者が使用するテント、机、イス、電源等の手配その他参加者向けサービスの提供に関する支援を行う。
　　ウ　プロカメラマンによるウォークイベントの様子の写真及び動画撮影と編集並びに情報発信
開会式、ウォークイベント中、ウォークイベント後、参加者向けサービスの提供の様子を撮影する。撮影した写真及び動画の著作権は、環境省に帰属し、環境省の広報活動等で使用されることに留意すること。
また、SNS等でウォークイベント実施の様子が配信できるよう、撮影した動画等を使用し、効果的な発信に適した時間に編集した動画に編集した動画を作成すること。作成の際は、肖像権に留意すること。
なお、撮影した写真及び動画を活用し、全国規模のメディアやSNSで情報発信する。この発信は、インバウンド誘客に資するものであることを想定し、可能な限り多言語による解説を付すこと。
この情報な発信は、ウォークイベントの目的や趣旨を広く伝えることや、開催地及びその周辺の地域の魅力発信に繋がるものであること、みちのく潮風トレイルの持続可能な維持管理に資するものであることに留意する。

（５）次年度以降のウォークイベントに向けた地域関係者との調整
　　　次年度以降のウォークイベントの円滑な開催に向けて、次の業務を実施する。
　　ア　みちのく潮風トレイル関係自治体協議会との調整

　　　　次年度以降のウォークイベントの円滑な開催に資するため、次年度以降の開催市町村等についてみちのく潮風トレイル関係自治体協議会との事前調整及び協議会総会における事業説明を行う。
　　　　みちのく潮風トレイル関係自治体協議会との事前調整は、みちのく潮風トレイル関係自治体協議会総会（５月30日に開催予定）前に実施することを想定し、対面により実施する。
請負者は、資料作成と印刷、事前調整及び総会における説明、その他環境省担当官の指示により必要な事務作業を行う。
　　　　また、事前調整終了後１週間以内に要旨を作成し、みちのく潮風トレイル関係自治体協議会及び環境省担当官に要旨を提出すること。
　　イ　令和９年度のウォークイベントに関する調整
　　　　アの成果を元に、令和９年度のウォークイベント開催地の地域関係者と開催日時、開催会場、イベントの内容等について事前調整を行う。
地域関係者との事前調整は、令和８年12月以降にオンライン会議で実施することを想定する。請負者は、資料作成、事前調整に係る説明その他環境省担当官の指示により事前調整に必要な事務作業を行う。
　　　　また、事前調整終了後１週間以内に要旨を作成し、参加者に要旨を提出すること。
（６）報告書の作成
本業務の結果を、業務履行期限の２週間程度前までに報告書原案として取りまとめ、環境省担当官の確認を受けた上で、業務履行期限までに最終成果物として提出する。
３　履行期限
令和９年２月26日(金)
４　成果物
・紙媒体：業務報告書　３部（A4判　両面200頁程度　製本方法指定なし）

・電子媒体：「業務報告書の電子データ」を収納したDVD-R　３枚及び「２（４）で撮影した写真・動画データ」を収納した電磁的記録媒体　３式
・提出場所：環境省東北地方環境事務所国立公園課
５　企画書作成事項

企画書は、以下の項目について、別紙様式に従い作成すること。

（１）業務に対する理解度

　　本業務に対する理解度を審査するので、業務の骨子「（１）基本事項」に基づき、ウォークイベントの実施に関する基本的な考え方を別紙様式Ａに従い記述すること。

（２）業務実施方法等の提案

　　次の提案事項について、別紙様式Ｂに従い記述すること。
ア　参加者向けサービスの提供の方針
業務の骨子「（３）オ　イベント開催中及びイベント終了後の参加者向けサービスの提供」について、想定する幅広い世代に有意義なサービスの内容を、実現可能性を考慮して具体的に提案する。
イ　広報活動及び集客活動の方針
業務の骨子「（３）カ　メディアやSNSによる広報活動及び集客活動」及び「（４）ウ　プロカメラマンによるウォークイベントの様子の写真及び動画撮影と編集並びに情報発信」について、想定する広報活動及び集客活動並びにインバウンド誘客を見据えた国際的な情報発信の内容について実現可能性を考慮して具体的に提案する。
ウ　その他ウォークイベントに関する提案
業務の実施にあたり、ウォークイベントの高付加価値化、集客、開催地への裨益及び関与動機の創出、今後のみちのく潮風トレイルの利用活性化、会場近隣のトレイル等との連携、インバウンド誘客を見据えた国際的な情報発信、みちのく潮風トレイルの持続可能な維持管理等に繋がる取組みについて、具体的に提案する。

（３）業務スケジュール
　　　業務の骨子「（２）ア　業務スケジュール」の想定について、別紙様式Ｃに従い記述すること。

（４）業務実施体制

　　　配置予定の管理技術者の経歴、手持ち業務等を別紙様式Ｄ－１に、業務の内容ごとの業務従事者の配置、役割分担等を別紙様式Ｄ－２に従い、記述すること。

（５）業務実績
　　　過去２年間におけるみちのく潮風トレイルに関連するイベント開催業務の実績について、別紙様式Ｅに従い記述すること。

（６）組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況

　　　別紙様式Ｆに従い 、事業者の経営における主たる事業所（以下「本社等」という。）でのISO14001、エコアクション21、エコステージ、エコ・ファースト制度、地方公共団体による認証制度等の第三者による環境マネジメントシステム認証取得等の有無を記載し、有の場合は当該認証の名称を記載するとともに、証明書等の写しを添付すること。ただし、企画書提出時点において認証期間中であること。
　　　又は現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合は、過去の認証及び現在の環境マネジメントシステムの名称を記載するとともに、 過去の認証の証明書及び現在の環境マネジメントシステムの設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

（７）組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況

　　別紙様式Ｇに従い、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の雇用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」という。）に基づく認定等（プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定）の有無を記載し、有の場合は当該認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写しを添付すること。ただし、企画書提出時点において認定等の期間中であること。
（別紙様式Ａ）

業務に対する理解度
　ウォークイベントの実施に関する基本的な考え方をご提案ください。

	


（※）本様式はＡ４判２枚以内とする。

（別紙様式Ｂ）

業務の実施方法等の提案
１　参加者向けサービスの提供の方針
	業務の骨子「（３）オ　イベント開催中及びイベント終了後の参加者向けサービスの提供」について、想定する幅広い世代に有意義なサービスの内容  を、実現可能性を考慮して具体的に提案する。



２　広報活動及び集客活動並びに情報発信の方針

	業務の骨子「（３）カ　メディアやSNSによる広報活動及び集客活動」及び「（４）ウ　プロカメラマンによるウォークイベントの様子の写真及び動画撮影と編集並びに情報発信」について、想定する広報活動及び集客活動並びにインバウンド誘客を見据えた国際的な情報発信の内容について実現可能性を考慮して具体的に提案する。



３　その他ウォークイベントに関する提案

	業務の実施にあたり、ウォークイベントの高付加価値化、集客、開催地への裨益及び関与動機の創出、今後のみちのく潮風トレイルの利用活性化、会場近隣のトレイル等との連携、インバウンド誘客を見据えた国際的な情報発信、みちのく潮風トレイルの持続可能な維持管理等に繋がる取組みについて、具体的に提案する。




注　本様式は全項目合計でＡ４判４枚以内に記載すること。

（別紙様式Ｃ）

業務スケジュール
	時　期
	業　務　内　容

	
	

	
	


注　本様式はＡ４判１枚に記載すること。

（別紙様式Ｄ－１）

業務実施体制（配置予定管理技術者）
管理技術者

	氏　　名
	
	生年月日
	

	所　属

役　職
	
	経験年数（うち本業務の類似業務の従事年数）

	
	
	　　　　　　　年（　　　　　　　年）

	　学　歴

（卒業年次/学校種別/専攻）
	

	従事技術分野の経歴（直近の順に記入）

	１）　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）

２）　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）

３）　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月～　　年　　月（　年　ヶ月）

	主な手持ち業務の状況（手持ち業務の総数：　年　月　日現在　　　件）

	業　務　名
	発　注　機　関
	履行期間
	契約金額

	
	
	
	

	主な業務実績

	業務名
	
	　契約金額
	

	発注機関
	
	　履行期間
	

	○業務の概要



	保　有　資　格

	○主な資格（技術士など）




注１　本様式はＡ４判１枚に記載すること。

注２　手持ち業務は、契約金額が５００万円以上の業務を対象とし、受注決定後未契約のものがある場合は、参考見積金額を契約金額と想定するものとすること。
（別紙様式Ｄ－２）

業務実施体制（業務従事者の配置、役割分担等）
	


注１　本様式はＡ４判１枚以内とする。

注２　業務の内容ごとに担当するチームの構成、役割分担、配置予定者の氏名、役職及び簡単な経歴を記載し、またそのメンバーとした理由を併せて記載する。

（別紙様式Ｅ）

過去２年間におけるみちのく潮風トレイルに関連するイベント開催業務の実績
	業務名
	
	
	

	発注機関

（名称、住所）
	
	
	

	（受託企業名）
	
	
	

	（受託形態）
	
	
	

	履行期間
	
	
	

	業務の概要


	
	
	

	技術的特徴


	
	
	

	予定管理技術者の従事の有無
	
	
	


注１　本様式は、Ａ４判４枚以内に記載すること。

注２　業務名は１０件まで記載できるものとする。

注３　受託形態の欄には、元請受注か下請受注かの区別を記載すること。

注４　業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。

注５　技術的特徴の欄には、本業務に関連する点を記載すること。

注６　実績を証明するものとして、元請の場合は契約書写し、下請の場合は注文・請書写しを添付すること。

（別紙様式Ｆ）

組織の環境マネジメントシステム認証取得等の状況

　（①現在認証中である場合、②現在まで認証を受けたことがない場合又は③過去に認証を受けたことはあるが現在環境マネジメントシステム等を継続していない場合）

	認証の有無：



	認証の名称：            （認証期間：○年○月○日～○年○月○日 ）




注１　現在認証中である場合、証明書等の写しを添付すること。

注２　認証は、事業者の経営における主たる事業所（以下「本社等」という。）において取得しており、かつ、提案書提出時点において期間中であるものに限る。

（現在は認証期間中でないが過去に第三者による環境マネジメントシステム認証等を受けたことがあり、現在は本社等において自社等による環境マネジメントシステムを設置、運営等している場合）

	過去に受けていた認証の名称：            
（認証期間：○年○月○日～○年○月○日 ）


	現在の環境マネジメントシステムの名称：




注１　過去に認証を受けた証明書等及び現在の環境マネジメントシステム設置、運営等に係る規則等の写しを添付すること。

注２　証明書及び規則等は、本社等において取得し、又は設置、運営等しているものに限る。

（別紙様式Ｇ）

　　　　　組織のワーク･ライフ･バランス等の推進に関する認定等取得状況

	認定等の有無：



	認定等の名称：          （認定段階：                       　　 ）

                         （計画期間：○年○月○日～○年○月○日 ）




注１　プラチナえるぼし認定、えるぼし認定、プラチナくるみん認定、くるみん認定、トライくるみん認定、ユースエール認定については認定通知書の写しを、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画（策定義務のない事業主（常時雇用する労働者が100人以下のもの）が努力義務により届出たものに限る。）については労働局の受付印のある一般事業主行動計画策定届の写しを添付すること。

注２　くるみん認定については認定等の名称に新基準（改正後認定基準（令和４年４月１日施行）により認定）のものであるか旧基準（改正前認定基準又は改正省令附則第２条第５項の経過措置により認定）のものであるか明記すること。

注３　認定段階についてはえるぼし認定の認定段階（１～３）を、計画期間については女性の職業生活における活躍の推進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画に示された計画期間を明記すること。

注４　本社等において取得しており、かつ、企画書提出時点において認定等の期間中であるものに限る。

注５　内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、ワーク・ライフ・バランス等推進企業認定等相当確認通知書（内閣府男女共同参画局長の押印があるもの）の写しを添付すること。
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